
施設名：千葉市子ども交流館

配点
千葉ミライ子ども
プロジェクト事業体

1 （１） 管理運営の基本的な考え方 5 4.2

小計 5 4.2

2 （１） 同種の施設の管理実績 5 5

（２） 団体の経営及び財務状況 5 4

（３） 管理運営の執行体制 5 4

（４） 必要な専門職員の配置 5 4.2

（５） 業務移行体制の整備 5 4

（６） 従業員の管理能力向上策 5 4

（７） 施設等の保守管理の考え方 5 4

小計 35 29.2

3 （１） 関係法令等の遵守 5 4

（２） リスク管理及び緊急時の対応 (15) (12.0)

①事故、火災等への対応 5 4

②防災対策、災害時の対応 5 4

③新型コロナウイルス感染症の対応 5 4

小計 20 16

4 （１） 施設利用者への支援計画 5 4.4

（２） 施設の利用促進の方策 (10) (8.6)

①より広い地域の市民に対するサービス 5 4.4

②きぼーる他施設等との連携 5 4.2

（３） 利用者の意見聴取、自己モニタリングの考え方 5 4.4

（４） 施設の事業の効果的な実施 (40) (34)

①子どもの健全な遊びと居場所の提供 5 4.2

②子どもの健全な育成を目的とした講座等の開催 5 4.2

③子どもの自主サークルその他自主活動の支援 5 4.4

④子どもの遊びと居場所づくりに関する情報の収集及び提供 5 4.4

⑤こどもの参画推進 5 4.2

⑥支援を要する子どもへの対応 5 4.2

⑦コロナ禍による施設利用制限を踏まえたサービスの提供 5 4.2

⑧その他市の子ども施策への対応 5 4.2

（５） 成果指標の数値目標達成の考え方 5 4

（６） 自主事業の効果的な実施 5 4

小計 70 59.4

5 （１） 収入支出見積りの妥当性 10 8.4

（２） 管理経費（指定管理料） 20 12

小計 30 20.4

6 （１） 市内産業の振興 3 0

（２） 市内業者の育成 3 2

（３） 市内雇用への配慮 3 3

（４） 障害者雇用の確保 3 1

（５） 施設職員の雇用の安定化への配慮 3 2

小計 15 8

175 137.2

こども未来局指定管理者選定評価委員会における審査結果

合計

管理に関する経費

その他市長が定める基準

指定の基準 審査項目

市民の平等な利用を確保す
るものであること。

施設の管理を安定して行
う能力を有すること。

 施設の適正な管理に支障
を及ぼすおそれがないこ
と。

 施設の効用を最大限発揮
するものであること。


